
目

次

規

則

○
青
森
県
空
き
缶
等
散
乱
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
環
境
政
策
課
）
…
一

規

則

青
森
県
空
き
缶
等
散
乱
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
七
月
二
十
六
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
九
号

青
森
県
空
き
缶
等
散
乱
防
止
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
空
き
缶
等
散
乱
防
止
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
年
三
月
青
森
県
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
十
三
湖
中
島
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中
「
十
三
湖
駐
車
場
（
同
市
十
三
五
月
女

萢
十
五
）
」
を
「
同
市
十
三
五
月
女
萢
十
五
」
に
、
「
十
三
湖
駐
車
場
」
を
「
同
地
域
」
に
改
め
、

同
表
脇
野
沢
海
岸
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中
「
、
む
つ
市
脇
野
沢
海
づ
り
公
園
条
例

（
平
成
十
七
年
む
つ
市
条
例
第
五
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
む
つ
市
脇
野
沢
海
づ
り
公
園
（
同

市
脇
野
沢
瀬
野
川
目
地
内
）
の
地
域
」
を
削
り
、
「
同
地
内
」
を
「
同
市
脇
野
沢
瀬
野
川
目
地
内
」

に
改
め
、
「
県
道
九
艘
泊
脇
野
沢
線
」
の
下
に
「
（
同
市
脇
野
沢
九
艘
泊
四
一
四
の
二
地
先
か
ら
終

点
ま
で
の
区
間
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
同
表
夏
泊
半
島
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中

「
か
ら
」
の
下
に
「
同
町
大
字
茂
浦
字
馬
屋
尻
三
の
一
ま
で
の
区
間
及
び
同
大
字
字
下
田
二
〇
の
三

か
ら
」
を
、
「
限
る
。
）
」
の
下
に
「
及
び
町
道
浦
田
茂
浦
線
」
を
加
え
、
同
表
白
神
山
地
赤
石
空

き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中
「
ミ
ニ
白
神
」
を
「
白
神
の
森
遊
山
道
」
に
改
め
、
同
表
権
現

崎
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
を
削
り
、
同
表
大
間
崎
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項

中
「
別
図
26
」
を
「
別
図
25
」
に
改
め
、
同
表
尻
屋
崎
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中
「
別

図
27
」
を
「
別
図
26
」
に
改
め
、
同
表
下
風
呂
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中
「
別
図
28
」

を
「
別
図
27
」
に
改
め
、
同
表
仏
ヶ
浦
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中
「
下
北
郡
佐
井
村
大

字
長
後
字
縫
道
石
国
有
林
三
一
五
林
班
及
び
三
一
六
林
班
」
を
「
下
北
郡
佐
井
村
大
字
長
後
字
縫
道

石
国
有
林
二
三
一
五
林
班
及
び
二
三
一
六
林
班
」
に
、
「
別
図
29
」
を
「
別
図
28
」
に
改
め
、
同
表

三
戸
城
山
公
園
空
き
缶
等
散
乱
防
止
重
点
地
区
の
項
中
「
別
図
30
」
を
「
別
図
29
」
に
改
め
る
。

別
図
13
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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別
図
15
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

（ ）3 青 森 県 報 号外第71号令和３年７月26日 月曜日
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別
図
19
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
 

（ ）7 青 森 県 報 号外第71号令和３年７月26日 月曜日
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別
図
25
を
削
り
、
別
図
26
を
別
図
25
と
し
、
別
図
27
を
別
図
26
と
し
、
別
図
28
を
別
図
27
と
し
、

別
図
29
を
別
図
28
と
し
、
別
図
30
を
別
図
29
と
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ

る
。
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